
１ 児童福祉施設の職員の資質向上のための体制の整備

児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等については、すでに最低基準第７条の２

において規定されているところであるが、改めてその趣旨を徹底するとともに、下記の

事項について留意すること。

① 人事体制の見直し、改善等

・ 各児童福祉施設において、他法人や他施設との人事交流を行うこと等により、職

員が広く児童福祉を含む社会福祉事業に関する知識及び経験を深め、かつ技能を修

得する機会を設ける体制づくりに努めるよう指導すること。

・ 施設によって職員の年齢、経験年数等に偏りが生じることのないよう、各児童福

祉施設において、職員の採用、異動、昇格等の基準について検討するよう周知する

こと。

・ 各児童福祉施設において、職員の適切な処遇や開かれた職場環境づくりに努める

ことにより、施設が一体となって子どもの権利擁護に取り組むことのできる体制を

構築するよう指導すること。

② 職員の育成及び倫理観の確立

・ 各児童福祉施設において、最低基準第１３条の規定に基づく服務規程や懲戒規程

について職員に徹底し、職業倫理の確立を図るよう周知すること。

・ 子どもの権利擁護に関する勉強会、研修会等については、都道府県等が主体とな

、 、り 各児童福祉施設の新任職員等に対する研修の実施や実習の導入を図るとともに

その内容の充実について検討する等、積極的に取り組むこと。

・ 各児童福祉施設においては、職員が、子どもへの指導に行き詰まることのないよ

う、支援が難しい子どもや、思春期を迎えた子ども等に対するケアの技術の向上に

努めることとし、必要に応じて施設長等による指導、助言等を行うよう周知するこ

と。

２ 子どもの意見表明の機会及び施設運営の透明性の確保

各児童福祉施設において、最低基準第１４条の３に規定する苦情への対応に関する体

制の整備及び充実が図られ、子どもの意見表明の機会や施設運営の透明性が確保される

よう、施設内外における連携体制を強化すること。

① 子どもの意見表明の機会の確保

・ 各児童福祉施設において、子どもが安心して意見表明の機会を活用できるよう、

苦情受付体制の整備状況にとどまらず、意見箱の使用状況や意見の取扱いについて

実態を把握するとともに、これらについて十分な活用がなされていない場合には、

第三者委員等の意見も踏まえ、当該実態を改善するよう指導すること。

・ 各児童福祉施設において、子どもがいつでも相談や意見表明を行うことができる

よう、いわゆる「児童の権利ノート」等の活用を図るとともに、子どもと施設の職



員との間の信頼関係の構築及び施設内の雰囲気づくりについて、日常より十分に配

慮するよう周知すること。

② 児童相談所の取組

・ 児童相談所の職員は、児童福祉施設を定期的に訪問し、子どもの生活状況の把握

や、必要に応じて子どもから直接意見を聴取する等、児童福祉施設を利用している

子どもに係る問題の把握に努めること。また、児童相談所と児童福祉施設との間で

合同で事例検討会議を行う等、相互の連携を図るよう十分に留意すること。

③ 施設内の職員間の連携及び情報の共有化

・ 各児童福祉施設において、個々の子どもへの支援の透明性を確保するため、職員

全体による会議を開催する等、施設内の職員間の連携及び情報の共有化に努めるよ

う周知すること。

④ 運営適正化委員会の活用

・ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第８３条の規定に基づき、都道府県社会

、 、福祉協議会に設置されている運営適正化委員会が行う苦情解決のための相談 助言

調査等について、積極的な活用を図ること。

３ 各児童福祉施設との連携体制の確保及び強化

都道府県等と各児童福祉施設との連携体制を確保し、迅速かつ適切な対応を行うこと

により、児童福祉施設における施設内虐待に係る事件及び事故の防止並びに早期解決に

努めること。

① 報告体制の強化

・ 各児童福祉施設において、施設内虐待や職員の不祥事等、重大な案件が発生した

場合には、都道府県等への報告が速やかに行われるよう、当該報告体制の強化につ

いて指導すること。

② 児童福祉行政指導監査の実施

・ 都道府県等が児童福祉行政指導監査を実施する場合には、監査の実施方法や内容

が形骸化することのないよう留意するとともに、その児童福祉施設において、子ど

もの意向、希望を尊重するよう配慮がなされているか等について把握し、施設内虐

待に係る事件及び事故の防止並びに早期発見に努めること。

③ 都道府県等による改善勧告、指導等

・ 児童福祉施設における施設内虐待に係る事件及び事故に関し、都道府県等による

改善勧告、指導等が必要であると認められる場合には、子どもの安全確保や権利擁

護等、子どもの最善の利益を十分に勘案の上、迅速かつ適切に対応すること。



H19.2.1現在

番号 都道府県市名 H17 H18新規
H19新規
予定

H20～21新規
予定

1 北 海 道 1
2 青 森 県

3 岩 手 県 1
4 宮 城 県

5 秋 田 県

6 山 形 県

7 福 島 県

8 茨 城 県 1
9 栃 木 県 1

10 群 馬 県 1
11 埼 玉 県 1
12 千 葉 県

13 東 京 都

14 神 奈 川 県

15 新 潟 県

16 富 山 県

17 石 川 県

18 福 井 県

19 山 梨 県 1
20 長 野 県 1
21 岐 阜 県 1
22 静 岡 県 1
23 愛 知 県 2
24 三 重 県 1
25 滋 賀 県 1
26 京 都 府 1
27 大 阪 府 2 1
28 兵 庫 県 1
29 奈 良 県

30 和 歌 山 県 1
31 鳥 取 県 1
32 島 根 県

33 岡 山 県 1
34 広 島 県

35 山 口 県 1
36 徳 島 県

37 香 川 県 1
38 愛 媛 県

39 高 知 県 1
40 福 岡 県 1
41 佐 賀 県

42 長 崎 県 1
43 熊 本 県 1
44 大 分 県

45 宮 崎 県

46 鹿 児 島 県 1
47 沖 縄 県

48 札 幌 市

49 仙 台 市 1
50 市

51 千 葉 市

52 横 浜 市 1
53 川 崎 市

54 静 岡 市

55 名 古 屋 市 1
56 京 都 市 1
57 大 阪 市 1 1
58 堺 市 -
59 神 戸 市

60 広 島 市 1
61 北 九 州 市

62 福 岡 市

63 横 須 賀 市

64 金 沢 市

計 27 4 1 4
資料：家庭福祉課調べ

情緒障害児短期治療施設の設置状況


